
第2回青森市下水道使用料等審総会　配付資料（》

雷森市下水道倭用料等審議会資料の概要

【改定案の内容】
現在、青森地区と浪岡地区それぞれの基本使用料・従量使用料や種別・用途区分が設定されている使用料

体系を、音義地区の倖用料仕蔓に紘一する。
【経遇措量】
浪岡地区の大口需要者における負担の増加を考慮し、平成27先度の1生闇は爵過捨昔lこよる暫定塵価を遮

用する。
【実施時期】
・平成27年4月連用（5月検針分から）（浪岡地区における経過措置）
・平成28年4月連用（5月検針分から）（経過措置の終了・統一使用料の開始）

改定案に至る検討内容

①【現行使用料（改定前）による収支見込】
・人口減少の傾向及び整備計画を踏まえ、計画期間を平成27年度から平成29年度とし、試算したところ、使用料
収入は微減する見込みではあるものの、経費回収率は、他都市と比較し高い水準にあることから、値上げする
必蔓性には通られていないが、反面、今後の使用料の見込みを含めた経営環境の厳しさと、財源を多鐘の起
債で補填し、市債残高もまだ高水準であることから、値下げすることもまた．難し↓ヽと考えられる。
・軽重集落排水古妻については、基準外の繰入により経費を賄っている状況であるが、供用開始以来、農村地
域における汚水処理事業として、下水道と同じ使用料を設定してきた経緯を考慮し、改定についても同様に検
肘をすることとする。

■下水道車乗　　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円）
平 成 27 年 度 平 成 2 8年 度 平 成 29年 度 期 間 計

歳

入

使 用 料 A 4 4 ．1 4 4．0 4 3 ．9 1 3 2 ．0

一 般 会 計 繰 入 金 1 8 ．1 1 9．6 2 1．2 5 8 ．9

国 庫 補 助 金 1 0 ．9 1 1．1 1 1．0 3 3 ．0

市 債 3 6 ．4 3 6 ．3 3 6 ．3 1 0 9 ．0

そ の 他 0 ．9 1 ．2 1 ．0 3 ．1

計 1 1 0 ，4 1 1 2 ．2 1 1 3 ．4 3 3 6 ．0

歳

出

維 持 管 理 費 2 1．0 2 1 ．1 2 1 ．3 6 3 ．4

建 設 改 良 妻 2 5 ．1 2 5 ．5 2 5 ．3 7 5 ．9

公 債 垂 6 4 ．3 6 5 。6 6 6 ．8 1 9 6 ．7

計 1 1 0 ．4 1 1 2 ．2 1 1 3 ．4 3 3 6 ．0

⇒経費分解し、使用料で回収すべきを算出した。
使 用 料 対 象 経 費　 B 4 5 ．4 4 5 ．8 4 7 ．1 1 3 8 ．3

l経 費 回 収 率 A ／B 9 7 ．2 も 9 6 ．1 ％ 9 3 ．2％ 9 5 ．5 も1

汚 水 公 蒙 繰 入 1 ．3 1 ．8 3 ．2 6 ．3

l経費 回 収率 （汚 水 公賀 繰 入後 ） 1 0 0 ．0 ％ 1 0 0 ．仇 1 0 0 ．0％ 1 0 0 ．帆 l

②【青森地区・浪岡地区における軽費回収率比較】
設定時の考え方や普及状況の違いによるものあるが、対価（汚

水処理サービス）は同じであることから、使用料は同一であるべき
と考える。

■ 鹿 妻 集 落 排 水 事 業 （厳 位 ：億 円 ）

平 成 2 7 年 度 平 成 2 8 年 度 平 成 2 9 年 度 期 間 計

0 ．8 0 ．8 0 ．8 2 ．4

1 ．9 1 ．9 1 ．9 5 ．7

0 ．0 0 ．0 0 ．0 0 ．0

0 ．8 0 ．9 0 ．9 2 ．6

0 ．1 0 ．1 0 ．1 0 ．3

3 ．6 3 ．7 3 ．7 1 1 ．0

1 ．1 1 ．1 1 ．1 3 ．3

0 ．0 0 ．0 0 ．0 0 ．0

2 ．5 2 ．6 2 ．8 7 ．7

3 ．6 3 ．7 3 ．7 1 1 ．0

2 ．3 2 ．3 2 ．3 6 ．9

1　 3 6 ．1 1 i 3 6 ．5 ％ 3 6 ．6 号 3 8 ．4 刈

1 ，1 1 ．1 1 ．1 3 ．3

1　 6 8 ．4 ％ 6 9 ．4 ％ 6 9 ．4 ％ 6 9 ．は l

※平成25年度決算見込より

全 体 音 森 地 区 し塗幽

経費回収率 94．8％ 98．4％ 44．2％

普 及 率 78．5％ 79．0％ 70．4％

水 洗 化 率 86．52％ 88．01％ 62．27％

（診【一市二制度解消へ向けた検討】
公平性の観点から使用料は統一すべきであるため、使用者の分布状況なども踏まえ、青

森地区も含めた全体の使用料改定を検討し試算したところ、全体として現在の青森地区の
使用料を適用することが最も合理的であるという結果となった。
また、以下のとおり、統合することによる浪岡地区の使用者への影響を検証した。

◆18n†以下の使用水畳にお
いては、青森地区の使用料
の方が安価であるため、統
合することにより負担が減
る。
◆また、それ以上であっても
一般家庭のレベルであれ
ば、さほど差はない。

使用料（円）

※全国的な指標では一般家庭
は20ポとされている。

浪岡地区の使用件数剖合一－一区
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一般家庭における状況

10　　　　20　　　　30　　使用水量（正）
」YJ Lrrlノ」lY J

32．1％　34．1％　19．7％一一ヰ

大口需要者における状況

計85．9％

◆青森地区の使用料は、累
進度が高いため、使用水量
に応じて差は拡大していく。
◆しかし、浪岡地区におけ
る大口需要者は少数であ
り、しかもその大部分は公
共施投である。

」YJ」－Ylノ」YJ　」YJ

13．3％　0．6％　　0．1％　　0．1％－＞　計14．1％

※少数の使用者であっても、影箸は大きいため、経過捨置く1年間）による激変緩和について検討した。

④【経遇措篭による段階的統合】
従量使用料において、

31r甘－100ポ：304．56円⇒253．8円
101n†～：354．24円⇒297円
上記のように暫定単価（負担増

の約1／2）を設定することにより、
大口需要者の負担軽減を図る。

※以上の使用料改定により、
3年間の期間内において
下水道使用料は、45百万円
農業集落排水施設使用料は
6百万円の増収となる。
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